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第１章 総 則 

第１ 推進計画の目的 

 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号。

以下、「南海トラフ特措法」という。）第５条第２項の規定により、南海トラフ地震に係る地

震防災対策推進地域（以下、「推進地域」という。）について、南海トラフ地震に伴い発生する

津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に係る地

震防災上重要な対策に関する事項等を定め、当該地域における地震・津波防災体制の推進を

図ることを目的とする。 

 

第２ 推進地域 

 

南海トラフ特措法第３条第１項の規定に基づき指定された大阪府の推進地域は、以下の 42

市町村である。（平成 26年３月 31日内閣府告示第 21 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

 

大阪府に係る地震・津波防災に関し、大阪府、市町村をはじめとする防災関係機関の処理

すべき事務又は業務の大綱は、「総則 第３節 防災関係機関の基本的責務と業務大綱」に掲

げる事務又は業務とする。 

 

  

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、

守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松

原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井

寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、

豊能郡豊能町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、同郡田尻町、同郡岬町、南河内郡太子

町、同郡河南町、同郡千早赤阪村 
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第２章 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 
 

第１ 南海トラフ地震臨時情報について 

 

気象庁は、南海トラフの想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたＭ６．８以上の地

震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、大規

模地震発生との関連性について調査を開始する南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表す

る。また、気象庁に設置した「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」における評価を

踏まえ、以下の情報を発表する。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ８．０以上の地震が発生したと評

価が出された場合に発表 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプレ

ート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲でＭ７．０以上の地震

（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生若しくは南

海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが観測され

たと評価された場合に発表 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

上記１、２のいずれの発表条件も満たさなかった場合に発表 

 

第２ 防災対応について 

 

本町、大阪府その他防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震

注意）の発表条件を満たす地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相

対的に高まったと評価された南海トラフ地震（以下「後発地震」という。）に備え、以下の基

本的な考え方に基づき防災対応を行うとともに、住民等へ周知する。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の発生か

ら１週間（当該地震発生から１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、以

下の警戒措置等を行う。 

 

(1) 後発地震が発生してからの避難では津波の到達までに避難が間に合わないおそれ

がある地域における、地域住民等の避難及び施設等の従業員・利用者等の安全確保 
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(2) 日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族

等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認 等） 

(3) 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ７．０以上Ｍ８．０未満又

はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲でＭ７．０以上

の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）の発生から１

週間、若しくは南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっく

りすべりの変化が収まってから通常と異なる変化が観測されていた期間と概ね同程度の

期間が経過するまでの間、以下の措置等を行う。 

 

(1) 日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族

等との安 否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認 等） 

(2) 行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検 

 

第３ ｢南海トラフ地震臨時情報｣等の伝達について 

 

１ 伝達情報及び系統 

 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の伝達系統 
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２ 伝達事項 

 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容 

(2) 国からの指示、国民に対する周知及び呼びかけの内容 

 

第３章 地震発生時の応急対策等 
 

第１ 組織 
 

本町は、地震が発生し、又は発生のおそれがある場合には必要な組織動員をとるととも

に、災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意することとし、その体制については、

「災害応急対策 第１章 活動体制の確立」によるものとする。 

 

第２ 地震発生時の応急対策 
 

地震発生時の応急対策については、「災害応急対策 第１章 活動体制の確立～第８章 

社会環境の確保」によるものとする。 

 

第４章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な 

救助に関する事項 
 

第１ 津波からの防護 
 

津波からの防護については、「災害予防対策 第３章 災害予防対策の推進」によるもの

とする。 

 

第２ 円滑な避難の確保 

 

津波からの円滑な避難の確保については、「災害応急対策 第２章 情報収集伝達・警戒

活動」「災害応急対策 第４章 避難行動」によるものとする。 

 

第３ 迅速な救助に関する事項 
 

迅速な救助については、「災害応急対策 第３章 消火、救助、救急、医療救護」「災害応

急対策 第５章 交通対策、緊急輸送活動」によるものとする。 

 

第５章 防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報 

に関する事項 
 

防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項については、「災害予防対策 第２
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章 地域防災力の向上」「災害応急対策 第２章 情報収集伝達・警戒活動」によるものとす

る。 

 

第６章 地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等 

に関する事項 
 

地震・津波防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項については、「地震防災緊急事業五

箇年計画」及び「新・大阪府地震防災アクションプラン」によるものとする。（「災害予防対策 

第３章 災害予防対策の推進 第２節 地震災害予防対策の推進」参照） 

 

  


